
○中標津町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱 

令和５年９月 15 日要綱第 34 号 

中標津町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、中標津町地域おこし協力隊設置要綱（平成 25 年要綱第 39 号。以下　

「設置要綱」という。）に基づく、中標津町地域おこし協力隊（以下「隊員」という。）の

町内での起業促進及び町の活性化を図ることを目的に、隊員が町内で起業をするために

要する経費に対し補助金を交付することについて、中標津町補助金交付規程（平成 15 年

規程第６号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）　隊員等　設置要綱第１条の規定により設置された隊員又は隊員であった者をい 

う。 

（２）　起業　事業を営んでいない隊員等が所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）第 229 条 

に規定する届出により新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し事業を開始 

することをいう。 

（３）　事業継承　隊員等が事業を営む法人等から経営に関する権利、事業を行うために 

必要な資産その他当該事業に係る権利及び資産の全部を継承し、起業に準じて新たな 

事業主体として事業を行うことをいう。 

（補助対象者） 

第３条　補助金の交付対象となる隊員等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

　（１）　設置要綱第４条第２項に規定する最長の任用期間終了の日から起算して前２年以

内に町内において起業又は事業継承をする者 

（２）　任用期間終了の日から１年以内に町内において起業又は事業継承をする者 

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する隊員等は、補助金の交付対象

者としない。 

（１）　この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けた者 

（２）　町税及び町に対し納入義務を有する納付金に滞納がある者 

（３）　町内に現に居住していない者 

（４）　中標津町暴力団排除推進条例（平成 24年条例第 21号）第２条第２号に規定する 

暴力団員である者 

（補助金の交付要件） 

第４条　補助金の交付対象となる事業は、隊員等が起業又は事業承継を目的として実施す

る事業で、町の活性化に資するものとする。 

２　補助金は、前条に規定する補助対象者１人につき、一の年度に限り交付するものとする。 



（補助対象経費） 

第５条　補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、起業又は事業

継承に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１）　設備費、備品費、土地・建物賃借費 

（２）　法人登記に要する経費 

（３）　知的財産登録に要する経費 

（４）　マーケティングに要する経費 

（５）　技術指導受入に要する経費 

（６）　その他町長が特に必要と認めるもの 

２　前項各号の補助対象経費について、国、道及び町等の他の補助を受ける又は受けている

場合は補助の対象外とする。 

（補助金の額） 

第６条　補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100 万円を限度とする。ただし、

算定した額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 

（補助金の申請） 

第７条　補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業者」という。）は、中標津町地

域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、

町長に提出しなければならない。 

（１）　事業計画書（様式第２号） 

（２）　収支予算書（様式第３号） 

（３）　対象事業に関する書類 

（４）　同意書（町税の収納状況を調査する書類） 

（５）　住民票の写し 

（６）　その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第８条　町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すること

が適当であると認めるときは、中標津町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知

書（様式第４号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の変更申請） 

第９条　補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ中標津町地域お

こし協力隊起業支援補助金変更申請書（様式第５号）に第７条各号の変更後の書類を添え

て、町長に提出しなければならない。 

（１）　補助事業を中止しようとするとき。 

（２）　補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。 

（３）　補助対象経費の２割を超える減額をしようとするとき。 

（４）　事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。 



（補助金の変更決定） 

第 10 条　町長は、前条の変更申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認

めるときは、中標津町地域おこし協力隊起業支援補助金変更交付決定通知書（様式第６号）

により補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告及び証拠書類の保管） 

第 11 条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、中標津町地域おこし協力隊起業支援

補助金実績報告書（様式第７号）に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければな

らない。 

（１）　収支決算書（様式第８号） 

（２）　対象事業に関する領収書の写し 

（３）　起業又は事業承継が証明できる書類（個人事業にあっては「個人事業の開業・廃 

業等届出書」、法人にあっては「法人設立・設置届出書」等） 

（４）　その他町長が必要と認める書類 

２　補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了

の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

（補助金の確定及び交付） 

第 12 条　町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じ

て行う現地調査等により検査し、適当と認める場合は、交付すべき補助金額を確定し、中

標津町地域おこし協力隊起業支援補助金額の確定通知書（様式第９号）により補助事業者

に通知するものとする。 

２　補助事業者は、前項の補助金交付の請求をしようとするときは、中標津町地域おこし協

力隊起業支援補助金請求書（様式第 10 号）を町長に提出しなければならない。 

３　町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとす

る。 

（補助金の概算払） 

第 13 条　補助事業者は、補助事業の実施にあたり概算払が必要な場合は、中標津町地域お

こし協力隊起業支援補助金概算払請求書（様式第 11 号）を町長に提出しなければならな

い。 

２　町長は、前項の規定による請求に基づき概算払をすることを決定したときは、中標津町

地域おこし協力隊起業支援補助金概算払決定書（様式第 12 号）により補助事業者に通知

するものとする。 

（財産の処分の制限） 

第 14 条　補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるも

のを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号）に定める耐

用年数に相当する期間を経過したとき、次条第３号又は第４号の規定により補助金の全



部又は一部を返還したとき、又はその他町長が特に必要と認めたときは、この限りではな

い。 

（１）　不動産又はその従物 

（２）　機械及び重要な器具等に類するもの 

（３）　前各号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため町長が特に必要があると認

める財産 

（補助金の返還） 

第 15 条　町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると

認めたときは、補助金の全部又は一部について返還を求めることができる。ただし、町長

がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。 

（１）　補助金を目的以外に使用したとき。 

（２）　虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受けたとき。 

（３）　起業又は事業承継した日から３年以内に転出したとき。 

（４）　起業又は事業承継した日から３年以内に操業を停止し、又は廃業したとき。 

（５）　前条で制限する財産処分を行ったとき。 

２　前項第３号又は第４号の規定による場合は、その期間に応じ、次の表に定める額を返還

させることができる。 

　（委任） 

第 16 条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附　則 

この要綱は、令和５年９月 15 日から施行する。 

 

 起業・事業承継した日から転出又は操業を停止

若しくは廃止するまでの期間
返還を求める額

 １年未満 交付決定額の 100 分の 100

 １年以上２年未満 交付決定額の 100 分の 50

 ２年以上３年以内 交付決定額の 100 分の 30


